
      ○発明 ・ 考案したとき “ あんなのあったらいいな ！できたらいいな ” 

       当社の技術やアイデアを守る方法はないかな？ 

      ○物品のデザインを考えたとき “ 素敵な模様を考えた ” 

       当社で模様つきコップを売り出そうかな？ 

○新商品のネーミングについて問題ないか知りたい方 

     ○商標や特許について専門家に聞きたい方 

     ○起業を考えていて社名が他社の登録商標になっていないか知りたい方 

     ○出願するにはどうすればいいか知りたい方 

     ○特許や商標等の調査の仕方がわからない方 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆ ◇ ◆ 相 談 日 ◆ ◇ ◆ 

令和６年 
５月１０日（金） ６月２８日（金） ７月２６日（金） ８月２３日（金） ９月２７日（金） 

１０月２５日（金） １１月２２日（金）    

令和７年 １月２４日（金） ２月２８日（金） ３月２８日（金）   

時 間 ： １３：３０ ～ １６：３０ 事前予約制 （ 1社 ： １時間以内 ） 
※裏面の申込用紙にてお申込み下さい。 

 

◆ ◇ ◆ 相 談 員 ◆ ◇ ◆ 

 

INPIT 愛媛県知財総合支援窓口 担当者 
 

◆ ◇ ◆ 会  場 ◆ ◇ ◆ 

 

 

伊予商工会議所 会議室  （伊予市下吾川 1512-6） ※伊予鉄郡中駅前 

 

      ○商品またはサービスのマークを考えたとき “ 素敵ななまえを考えた ” 

       当社の商品に使っても大丈夫かな？ 

こんな時は、お気軽にご相談ください。 

【申込・問合せ先】伊予商工会議所 TEL 982-0334 FAX 983-2227  

知的財産に関するご相談は INPIT 愛媛県知財総合支援窓口へ！  

商標権の 

確認・取得 

特許権 

実用新案権

の確認・取得 

意匠権の 

取得 

その他 



 
 

 

 

 

 

知的財産「特許・商標」等 無料相談会 申込書 
 

伊予商工会議所（FAX 983 - 2227）行 

希 望 日 

 

令和 6 年 0 

□05 月 10 日（金）  □06 月 28 日（金）  □ 17 月 26 日（金） 

 

□ 8 月 23 日（金）   □19 月 27 日（金） □110 月 25 日（金） 

 

□11 月 22 日（金）  

 

令和 7 年 

□01 月 24 日（金）  □ 2 月 28 日（金） 0□ 03 月 28 日（金） 

 

※ご希望の相談日に☑を付けてください。 

希望時間 
PM  ：  ～  

※相談は、１社につき１時間以内です。（13:30～16:30 の間） 

※相談日の６日前迄に、お申込みください。時間の調整をしてご連絡させて頂きます。 

相談内容 

 

※相談内容 記入例 
 ・当社の商品について、ユニークなデザインを開発しました。このデザインを保護する権利は、どのよう

な権利がありますか？この商品のデザインについて意匠の登録をすることはできますか？ 

 ・技術的なアイデアを保護するにはどうしたらよいでしょうか？ 
 

 

 

 

事業所名  担当者名  

住  所  T E L  

業  種  FAX  

※ご記入頂いた情報は、本相談会以外では利用いたしません。 

FAX 申込用紙 


